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 被告は、原告の平成一○年一一月一一日付け求釈明に対し、必要な範囲で次のとおり釈明す

る。 

 なお、歯周治療用装置として保険点数を算定し得るのは治療計画書に基づいて歯周治療用装

置を装着した場合（すなわち、Ｐ・型の治療方法の場合）であるところ、被告の平成八年六月

二四日付け準備書面の第三の三で述べたとおり、Ｃ子患者に対して装着したいわゆる「歯周治

療用装置（被覆冠）」は治療計画書に基づかないもの（Ｐ・型）であり、このことは当事者間で

争いがないので、以下の釈明は、Ａ子患者及びＢ子患者に対して装着した被覆冠に関してなす

ものである。 

 また、原告の右求釈明では、歯周治療用装置として保険点数を算定できるための三要件

を・、・、・で表し、被告の主張についても・、・、・で表しているが、同じ・、・、・を使用する

と紛らわしいので、原告の掲げる被告の主張・、・、・をそれぞれ（１）、（２）、（３）で表すこ

ととする。 

第一 歯周治療用装置として保険点数が算定される被覆冠に核当する要件について 

 被告の平成九年九月二一日付け準備書面の第一のニで述べたとおり、これら三要件は保険点

数が算定できるための必要条件であるが、十分条件ではない。 

 しかしながら、本件においては、原告の装着した被覆冠が右三要件を満たすか否かかが争点

であって、被告はそれ以外の要件を問題にするものではない。 

 ただし、Ａ子患者に対して装着した被覆冠とＢ子患者に対して装着した右上四番及び五番の

被覆冠について被告の（１）の主張が否定される場合には、右三要件とは別に「メタルコアの

所定点数に含まれないこと」が要件となり、右被覆冠が右要件を満たすか否かが問題となる。 

第二 原告の診療報酬請求権が発生しない理由について 

 原告は、「本件減点査定の理由について」としているが、相当ではない。すなわち、そもそも

被告の行う減点査定は行政処分ではないから、本件で問題となっているのは、被告が減点査定

したことの適否ではない。被告の平成九年九月一二日付け準備書面の第二で主張したとおり、

本件においては、診療報酬請求権の存在を主張する原告において診療報酬請求権の発生原因事

実を積極的に主張立証しなければならないのであって、被告の本訴における主張は、原告の主

張に対する積極否認の主張である。したがって、本項は、「原告の診療報酬請求権が発生しない

理由について」とすべきである。 

 一 二の１の（一）及び（二）について 

 １ （１）の主張を維持するものである。 



 ただし、原告の治療経過に関する主張を踏まえ、右主張を維持するのは、Ａ子患者に対して

装着した被覆冠とＢ子患者に対して装着した右上四番及び五番の被覆冠についてである。 

 ２ なお、念のため述べると、（２）の主張はすべての被覆冠について主張するものであり、

（３）の主張は、（１）の主張と同様、原告の治療経過に関する主張を踏まえ、Ａ子患者に対し

て装着した被覆冠とＢ子患者に対して装着した右上四番及び五番の被覆冠について主張するも

のである。 

 ３ 被告の主張の（１）、（２）、（３）の位置づけを整理すると、次のとおりである。 

 （１）及び（３）の主張は、原告の掲げる・の要件との関係で主張するものである。すなわ

ち、後述のとおり、本件のように歯周治療の最終段階でメタルコアを装着した上で歯冠修復あ

るいは欠損補綴を実施する事案においては、メタルコアの窩洞形成に伴い装着する被覆冠は最

終的な治療としての歯冠修復あるいは欠損補綴の一環として装着されるものであるから、その

ような被覆冠は原告の掲げる・の要件を満たさないことを（１）の主張として述べ、そのよう

な被覆冠の費用はメタルコアの所定点数に含まれていることを（３）の主張として述べるもの

である（なお、（３）の主張は（１）の主張が認められれば不必要な主張ということになるが、

前述のとおり、被告の（１）の主張が否定される場合には、原告の掲げる三要件とは別に「メ

タルコアの所定点数に含まれないこと」が要件となるので、なお念のため（１）の主張と（３）

の主張を独立の主張として主張するものである。） 

 また、（２）の主張は、原告の掲げる・の要件との関係で主張するものである。被告の平成一

○年九月二五日付け準備書画の第一の一、二で述べたとおり、本件被覆冠は治療計画書あるい

は診療録において何ら計画されていないという意味で治療計画書に基づくものではないと主張

するとともに、歯周治療の実態からみても治療計画書に基づくものとはいえないと主張するも

のである。 

二 二の１の（三）について 

 １ 仮に原告の求釈明が、歯周治療用装置と暫間被覆冠とを区別する基準を一般的に尋ねて

いるものであるとすれば、それは、当該被覆冠が歯周治療用装置としての要件を具備している

か否かである。 

 ２ 仮に原告の求釈明が、具体的に原告の掲げる・の要件との関係で尋ねているとすれば、

次のとおりである。 

 すなわち、本件のように歯周治療の最終段階でメタルコアを装着した上で歯冠修復あるいは

欠損補綴を実施する事案においては、メタルコアの窩洞形成に伴い装着される被覆冠は最終的

な治療としての歯冠修復あるいは欠損補綴の一環として装着されるものであるから、そのよう

な被覆冠は原告の掲げる・の要件を満たしておらず、歯周治療装置として保険点数を算定する

ことはできない。 

 なお、メタルコアの装着に係る診療行為が歯冠修復あるいは欠損補綴の一環であること、メ

タルコアの窩洞形成に伴う被覆冠の装着もメタルコアの装着に係る一連の診療行為に含まれる

ことは、被告の平成一○年五月二五日付け準備書面の第一の二で述べたとおりである。 

三 ニの２について 

 被告の平成一○年九月二五日付け準備書面の第一の一の１で主張したとおり、歯周治療にお

いて、歯周治療の効果を高めるために、発炎性因子となっている不適合な冠等を除去した後、

残存歯の保護と咬合の回復のために行う暫間補綴物（歯周治療用装置）は大きな意義をもって

おり、治療計画書に基づいて歯周治療をする場合、暫間補綴物（歯周治療用装置）は、歯周治

療の早期の段階において装着し、その装着後も積極的に歯周治療を行っていく必要があり、算

定告示は、このような医学常識を前提として、長期の治療期間が予測される患者に対し歯周治

療を行う際、治療計画書に基づき、歯周治療の早期の段階で、積極的に歯周疾患の改善を図り、



残存歯の保護と咬合の回復を図るために被覆冠を装着した場合にその点数を算定できるとして

いるのである。 

 右のような歯周治療用装置に保険点数を認めた趣旨からすれば、本件の被覆冠のように、歯

周治療の最終段階で装着し、その後何ら積極的な歯周治療を実施していない場合に、「治療計画

書に基づいて装着された歯周治療用装置」ということができないことは明らかであるから、こ

れ以上の釈明に応ずる必要はない。 


